
お問合せは 【 鶴岡市消防本部警防課 】まで！

E-Mail ：keibouka@city.tsuruoka.yamagata.jp

鶴岡市ホームページ ⇒ 安全・安心 ⇒ 消防団ホームページ 見て下さい♪

T E  L：0235-22-8320

入団資格

鶴岡市に居住している１８歳以上の方

主な活動内容

・消防団広報活動

・防火防災啓発活動

・応急手当の普及活動

・消防団で行う各種行事等への参加

待遇と各種補償

・団員報酬や出動手当支給

・５年以上活動すると退職報償金が支給

・公務災害補償や福祉共済制度によるケガや疾病

への対応

令和２年10月現在13名の女性消防隊員が活躍しています

消防団活動に興味がございましたら、下記問合せまで御連絡下さい


